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Ⅰ 総 論 

 

１ 目的 
 浦添市水道部危機管理計画は、浦添市地域防災計画における水道部の基本的な事務を整理

し、災害対策基本法（昭和三十六年十一月十五日法律第二百二十三号）に定義する災害及び

水道に関する緊急の事態（以下「危機」という。）に適切、円滑かつ確実に対処することを目

的とする。 
 
２ 想定される危機の種類 
  本計画において想定する危機は以下のとおりとする。 
(1)災害対策基本法第二条第一号に定義する災害 

暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、噴火、地滑り

その他の異常な自然現象又は大規模な火事により生ずる被害。 

(2)災害対策基本法施行令第一条で定める原因 

放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故に

より生ずる被害。 

(3)水質事故 

  有害物質の流入、病原性微生物の発生等により水道水質が人の健康に影響を及ぼす被

害。 

(4)施設事故 

  送配水管の損壊や増圧ポンプ、施設監視制御システム等の故障等、水道施設の機能不

全により、水道供給に長時間影響を及ぼす被害。 

(5)停電事故 

  停電により水道施設が機能しなくなったことで、水道供給に長時間影響を及ぼす被害。 

(6)テロによる災害 

  テロ活動により給水の安全確保に影響が及ぶおそれがある被害。 

(7)渇水による断減水 

  少雨渇水により、制限給水や断水が発生する被害。 

(8)感染症発生による災害 

 新型インフルエンザ等の感染症の発生により給水に影響が及ぶおそれがある被害。 

(9)その他の事故等 

  上記以外の事象により水道の供給に大きな影響を及ぼす被害。 
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Ⅱ 組織及び配備 

 

１ 組織 
市長は、危機への予防、対応または防災の推進を図るため必要があると認めるとき、本計

画の定めるところにより浦添市水道部危機対策本部等を設置する。 

 
本計画における浦添市水道部危機対策本部等は、危機に応じて以下のとおり編成する。 
1 浦添市地域防災計画に定める以下の組織が編成された場合は、当該計画に規定する配

水・給水対策部を設置する。 
(1) 浦添市地震・津波災害対策本部 
(2) 浦添市地震・津波災害警戒本部 
(3) 浦添市風水害等災害対策本部 
(4) 浦添市風水害等災害警戒本部 

 
2 前項の組織が編成されず、危機が発生し、又は危機が発生するおそれがある場合は、 浦

添市水道部危機対策本部を設置する。 
（浦添市水道部危機対策本部設置要綱に基づく） 
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２ 体制 

 
1 浦添市水道部危機対策本部等の体制は、浦添市地域防災計画に定める災害警戒本部が

編成された場合には副市長を本部長とし、それ以外の場合は市長を本部長、水道部長

を部長とする図 1 浦添市危機対策本部等の体制を組織する。 
本体制には図 1 に記す班を設置し、各班は班長の下、必要に応じて業務毎、作業毎等

に担当またはチームを置く。チームには責任者を置き、チームを統括する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 1 浦添市水道部危機対策本部等の体制 
  

広報班 
（地震・津波対策時は広報・給水班）

班 長：総務課長 
副班長：営業課長 
班 員：総務課・営業課職員 
 

部長：水道部長 

・広報活動    ・内外の連絡調整

・統括班の支援  ・その他 

統括班 
 

班 長：配水課長 
副班長：水道技術管理者 
班 員：配水課職員 

 
・危機対策統括  
・情報（技術関連）収集 ・その他 

本部長：市長 
（災害警戒本部設置時は副市長）
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２ 班の業務 

 

 浦添市水道部危機対策本部等の体制における各班の基本的な業務内容は、以下のと

おりとする。 
 
(1) 統括班（配水課） 

部全体の危機対策を統括する。 
平常時においては、危機に対する予防措置として全ての班の技術に関する事務へ

従事する者を育成する。危機時に必要となる機器、資材、情報の確保に努め、ま

たは確保の手法を確立しておく。定期的に危機の規模に応じた訓練を主導する。 
危機時においては、水道の状態を把握し対策活動を総括する。応急給水、応急復

旧は元より、必要人員、発信すべき情報、支援を要する事項を整理し、対策を実

施するとともに、これを広報班へ連絡する。 
(2) 広報班（総務課・営業課）  

統括班の危機対策に応じた予防・応急措置を行う。 
市本部及び関係機関等との情報連絡、連携を図り統括班からの情報を整理して市

民へ情報を発信する。また、必要に応じ対外応援事業体等への応援要請等を行う。 
危機対策本部等の庶務を行う。 

 
３ 部会議 

 
浦添市水道部危機対策本部等に浦添市水道部危機対策本部設置要綱に基づく部会議

を設ける。 
部会議の議決を要する事項は次のとおりとする。 

(1)応急給水・応急復旧の主要な対策、範囲、配備体制など 

(2)他の水道事業体及び民間事業者等への応急給水、応急復旧及び応援・支援の要請 

(3)その他応急対策に必要な重要事項 
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４ 配備体制及び出動基準 

  危機の規模及び過程によって次の配備体制をとるものとする。 
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 配備基準 

警戒配備 

 

(災害警戒本部設置)浦添市地域防災計画 

地震・津波災害応急対策計画 災害対策配備基準 

１ 気象情報等により災害の発生が予想される事態であるが、災害

発生まで多少の時間的余裕がある場合 

２ 市内で震度４が観測された場合で、必要と認めたとき 

３ 津波注意報が発表された場合で、必要と認めたとき 

風水害等災害応急対策計画 災害対策配備基準 

１ 気象業務法に基づく暴風、大雨、洪水又は高潮等の警報が発表

されたのに伴い、市域内の災害に関する情報の収集・伝達など

を特に強化して対処する必要があるとき 

２ 暴風、豪雨その他異常な自然現象により、市の全域又は一部の

地域に、災害の発生するおそれがあり、警戒を要するとき 

３ 災害予防及び災害応急対策の的確な実施のため、警戒体制をと

る必要があるとき 

 

（浦添市水道部危機対策本部設置） 

危機発生の恐れがあるとき 

第１配備 

(災害対策本部設置)浦添市地域防災計画 

地震・津波災害応急対策計画 

１ 当市域に災害が発生するおそれがあり警戒を要する場合 

２ 津波警報の「津波」が発表され、かつ重大な災害の発生するお

それがあるとき 

３ 強い揺れ（震度４以上）を感じたとき、又は弱くても長い間ゆ

っくりとした揺れを感じたときで必要と認めたとき 

４ 当市域を含む地域で震度５弱以上が観測された場合で、必要と

みとめたとき 

風水害等災害応急対策計画 災害対策配備基準 

１ 市の全域又は一部の地域に、気象業務法に基づく暴風、大雨

又は洪水その他の警報が発表され、かつ重大な災害の発生する

恐れがある場合 
２ 暴風、豪雨その他の異常な自然現象により、市の全域又は一

部の地域に、重大な被害が発生した場合 
３ 大規模な火事、爆発その他これらに類する事故により、市の

全域又は一部の地域に、重大な被害が発生した場合 
４ 市の全域又は一部の地域に、災害救助法の適用する災害が発

生した場合 
（浦添市水道部危機対策本部設置） 

危機発生が予想されるとき

第２配備 

(災害対策本部設置) 浦添市地域防災計画 

地震・津波災害応急対策計画 

１ 相当規模の災害が発生した場合 
２ 津波警報の「大津波」が発表された場合 
３ 当市域を含む地域で震度５強が観測された場合 

風水害等災害応急対策計画 
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１ 災害により市全域にわたる被害が発生し、又は局地的であっても

被害が特に甚大な場合 
 
（浦添市水道部危機対策本部設置） 

危機が発生したとき 

第３配備 

(災害対策本部設置) 浦添市地域防災計画 

地震・津波災害応急対策計画 

１ 災害により市域全域にわたる被害が発生し又は局地的であっても

被害が特に甚大な場合 
２ 当市域を含む地域で震度６以上が観測された場合 
 

（浦添市水道部危機対策本部設置） 

市域全域にわたる危機被害が発生したとき又は局地的であっても

被害が甚大な場合 
 
・職員は非常召集を受けない場合においても、テレビ・ラジオ等の情報に注意を払い、危機の状

況に応じ、上司と連絡を取り、自発的に参集又は召集待機するものとする。 
  



8 
 

Ⅲ 事前の予防対策 

 

 １ 水道施設・設備の更新等及び耐震化 
浦添市地域防災計画及び浦添市水道ビジョンに掲げる施策に基づき、老朽化した配水

管の更新、配水管網の再構築、配水池容量の確保及び水道施設の耐震化等の対策を実

施し、水道施設の被災時における被害の軽減、応急給水及び応急復旧の迅速かつ円滑

な実施、並びに早期復旧を図ることを可能とする施設・設備整備を推進する。 
 ２ 施設管理 

水道施設監視の強化、施設機能の把握、配水シミュレーション機能の向上及び必要な

技術情報の収集に努め、施設管理の高度化を図る。 
 ３ 応急給水・応急復旧体制の整備 

危機発生時において、応急給水及び施設の応急復旧が速やかに実施できるよう、復旧

資材の充実、給水・配水計画の整備、人材の育成・技術の継承に努めるとともに、関

係機関等との協力・連携体制を築く。 
 ４ 上位計画との整合 

危機発生時に備え、浦添市地域防災計画、浦添市インフルエンザ対策行動計画等の他

の計画と水道における個別のマニュアル等の親和性を深め、必要なデータ等を収集・

整理するとともに情報セキュリティ対策の強化を図り、本計画の運用の容易度を高め

る。 
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Ⅳ 危機時の対策 

 

 １ 危機発生の連絡 

危機情報について迅速かつ円滑に連絡等がとれるよう、情報の連絡、伝達は図 2 連

絡手順を基本とする。但し、危機または体制の状況に応じ、適宜に適切な方法を用い

る。 

各班は、班員及び関係機関への緊急時における連絡網を整備する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 連絡手順 

  

２ 情報収集 

統括班長は危機に関する情報の収集に努め、当該情報の整理及び分析を行い、危機の

未然防止のために必要な措置を実施する。また、これを整理し管理するとともに広報班

へ報告する。 

 ３ 訓練等の実施 

危機発生時における応急給水・応急復旧を可能とするよう危機対応実地訓練を定期的

に実施する。 

 ４ 情報提供 

危機管理の行政施策について市民及び関係機関へ広報活動を行うとともに、市民自ら

施す危機の未然防止・軽減に資すよう、必要な災害用飲料水の確保等の情報提供に努め

る。 

 ５ マニュアルの整備 

(1)統括班長は、所管する業務について実践的かつ具体的な内容となるよう、想定され

る危機の種類に応じた対策マニュアル等を整備するとともに、その内容については

周辺環境の変化等に合わせて適宜改訂するものとする。 

(2)統括班長は、マニュアル等を作成又は改訂したときは、部長へ報告するものとする。 

(3)これらのマニュアルは、広報班がこれを管理する。  

危機 情報 浦添市水道部 

 
広報班 

部長 

水道技術管理者 統括班担当 

管理者 

 
統括班 
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６ 危機対策資料の準備 

危機への対策として、最小限に整理（情報収集、最新の情報への更新、班員への周知）

しておく資料は以下のとおり。 

なお、各班長は必要に応じて、その他資料についても整理に努めること。 

 

表 1 応急対策資料（事前準備） 

資  料 補 足 説 明 
統

括

班  

広

報

班  

備 考  

非常配備体制時連絡一覧 
（電話連絡網） 

班員の連絡先の整理 ○ ○ 
各班で作成し、広

報班で取りまとめ

関係機関連絡先リスト 危機発生時に必要となる連絡先情報の整理 
（電話番号、FAX 番号、メールアドレス等）

○ ○ 同上 

市内施設等位置図 
給水拠点、避難所・病院・学校・福祉施設等

の重要施設の位置、標高、必要水量など 
○   

水道施設一般平面図など 
送配水管、配水池、配水区域、ブロック、 
標高・WL、配水系統（減圧区域）、連絡管

○   

給水管台帳図 給水管の位置、管種、口径、オフセット等 ○  
 
 

施設・機器等図書 

平時の点検・整備マニュアルの作成 及び 
同マニュアルに基づく整備記録 
詳細図、機器の保証期間・範囲など 
自家発電設備、無停電電源装置については、

発電機能力、対象負荷（稼働可能設備）、燃

料種別、タンク容量、燃料消費速度等の整理

○   

施設・機器等操作マニュアル 
運転操作方法の整理 
（水道部及び機器等の設置場所） 

○  
 

 

既往の事故事例 過去の事故記録の整理、考察 ○  
 
 

資機材リスト 現有資機材の把握 ○  
 
 

施設工事要綱、指針等参考資料 
配水・給水使用管種、配水管からの分岐方法、

給水管の施工法、道路復旧の方法等の参考資

料を整理 
○   
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Ⅴ 事後の対策  

 
 １ 浦添市水道部危機対策本部の解散 

浦添市地域防災計画に基づく災害対策本部、災害警戒本部が解散したとき、または水

道に関する危機が解消されたときは、浦添市水道部危機対策本部を解散する。  
 
 ２ 危機収束後の対策  

市民生活の早期安定及び都市機能の円滑な回復並びに被災低減化に資すよう、以下の

事項を始めとした必要な措置を講じる。  
①危機により生じた市民の不安の解消及び安心の回復に努める。  
②施設に被害が生じた場合は関係機関等と連携し、早急に復旧に努める。  
③危機の対応状況等を記録する。  
④危機の収束後、発生した危機対応状況等について検証を行い、被災低減化策を講じる。 
 


